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4 結論 
労働時間の主観的長さと高疲労，昼間の過度な眠気，

うつ症状有との関連は，週労働時間とそれらとの関連よ

り強く，労働時間の個人への適合度が健康にとってより

重要であることが示唆された．また，週労働 50 時間以

下に比べて，週労働 51～60 時間では，主観的長さ“多

い”が大きく増加しており，週労働 61～65 時間，週労

働 66 時間以上では，主観的長さ“非常に多い”の割合

が大きくなっている．勤労者全体の健康維持からは，週

労働時間を 50 時間以下にすることが望ましく，また，

週労働 60 時間以上では，健康障害，事故の発生に注意

する必要がある．

����

����

����

������

���� ����

�0��

���
���

����

�0��

0

�0

�0

�0

�0

�00

�0���� ����0�� ������� ������

�����

�
�

�
�

�

��� �� �����

図 2 週労働時間と労働時間の主観的長さ（N＝1,154） 
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勤務時間の裁量権と健康 

高 橋 正 也*1 

 
1 目的 

仕事の裁量権の増加が労働者の健康に望ましいことは

多数の研究から明かである．仕事における裁量権のなか

でも，勤務時間に特化した裁量権が近年注目されている

（Ala-Mursula ら 2002, 2004-2006）．これまでの成果

をまとめると，自らの勤務時間に裁量をもてると，勤務

中あるいは勤務以外に生じるさまざまな負荷を緩和でき，

主観的健康度の増加，疾病休業の減少，ワークファミリ

ーコンフリクトの軽減など健康確保やウェルビーイング

向上に役立つ可能性が示唆されている．勤務時間の裁量

権は疲労の蓄積防止や疲労回復と関連すると予想される

が，よく調べられていない．一方，従来の研究では勤務

時間の裁量権として労働時間と非労働時間に対する裁量

権をまとめて扱ったり，別々に扱ったりしている．それ

ぞれの裁量権が固有の効果をもつかどうかは興味のある

ところで，精査する必要がある．本研究では常日勤者を

対象に，勤務時間に対する上記二つの裁量権と疲労回復，

昼間の眠気，抑うつとの関連を横断的に検討した． 
 

2 方法 
某調査会社のモニター登録会員（約 24 万人）から，

総務省労働力調査の性別，年齢階級，産業の構成比に合

わせて合計 5,000 人（20～59 歳）を選び，調査票を郵送

法にて配布，回収した．4,669 人の回答者から自営業者

などを除いた 4,303 人（86.1%）のうち，常日勤で働く

労働者 3,681 人（男性 2,215 人，女性 1,466 人）を今回

の解析対象者とした．調査項目は，勤務時間に対する裁

量権，疲労回復不全（0. 一晩眠ればだいだい疲労は回復

する，翌朝に前日の疲れをもちこすことが：1. ときどき

ある，2. よくある，3. いつもある），疲労症状（11 項目：

高得点は高疲労，最近 1 ヶ月），昼間の眠気（the Epworth 
Sleepiness Scale，最近），抑うつ（ the Center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale，この 1 週間）

などであった． 
勤務時間の裁量権については，Ala-Mursula ら（2005）

に従って，（1）1 日の労働時間（2 項目：労働時間の長

さ，始業・終業時刻），（2）休暇（2 項目：有給，介護育

児）の取得を決められる程度（1. ほとんどできない～5. 
非常にたくさんできる）を尋ねた．これら二つの裁量権

の得点をそれぞれ三分位数で低位，中位，高位に分けた．

統計解析は性別と勤務時間に対する裁量権を要因とし，

年齢を共変量とした共分散分析を行った．事後検定は

Bonferroni 法を用いた． 
 

3 結果 
労働時間の裁量権の有意な主効果は疲労回復不全，疲

労症状，眠気，抑うつのすべてに認められた（図 1）．性

別による主効果と交互作用は有意ではなかった．いずれ

の指標も，労働時間の裁量権の低位群と中位群との間に

は差がなかったが，高位群ではそれより低得点であった．

休暇取得の裁量権の有意な主効果は上記四指標すべてに

認められた．性別の主効果は疲労症状と抑うつについて

有意であり，ともに女性のほうが高得点であった．性別

との交互作用は有意ではなかった．労働時間の裁量権に

関する結果とは異なり，休暇取得の裁量権については低

位群から中位群，高位群にかけて，いずれの指標の得点

も低下した．なお，雇用形態（正社員か否か）を共変量

に加えても，同様の結果が得られた． 
 

4 結論 
以上の結果から，勤務時間に対する高い裁量権は疲労

回復や精神健康の向上と関連することが明らかになった．

とくに，休暇取得に対する裁量権の増加と測定指標の良

好な結果との間に直線的な関係が認められた．このこと

は今回の対象集団では，労働時間より休暇取得に対する

裁量権のほうが相対的に重要であることが示唆された． 
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図 1 勤務時間の裁量権と疲労，眠気，抑うつ 
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ストレス対処と心理学的健康 

大  塚  泰  正*1 

 
1 目的 

現行の労働時間規制（労働安全衛生法の医師面接義務，

総合対策の医師面接努力義務，脳・心臓疾患の労災認定

基準）の基準時間（月時間外労働 80，100 時間）とスト

レスコーピングおよび主観的健康状態（否定的感情，疲

労，低パフォーマンス）との関連について検討した．仮

説は，「長時間働くほど主観的健康状態（特に疲労）が悪

化するが，適応を促進するコーピング（計画，サポート

の利用，肯定的再解釈など）を実行している者は，実行

していない者よりも主観的健康状態が良好である」とい

うことであった． 
 

2 方法 
調査会社の調査パネル（登録者 23 万人）から，20‐

65 歳の労働者 2,000 人を総務省「労働力調査」の性別・

年齢階級・産業の構成比に合わせて抽出し，郵送法によ

る質問紙調査を実施した（1,821 人から回収）．有効回答

者 1,777 人の中から自営業，深夜勤務などを除く日勤雇

用者 1,350 人を選択した．更に，本報告で解析した解析

項目に一部でも未回答がある対象者を除き，1,220 名を

分析対象者とした．本研究では，現行の労働時間規制の

基準時間に従い，週労働時間を 60 時間以下，61‐65 時

間，66 時間以上の 3 群に分類した．ストレスコーピング

は，Brief COPE inventory (Carver, 1997)を邦訳して使

用した．本尺度は，気晴らし，積極的コーピング，否認，

アルコールや薬物の使用，情緒的サポートの利用，道具

的サポートの利用，行動的諦め，感情表出，肯定的再解

釈，計画，ユーモア，受容，宗教・信仰，自己非難の 14
因子 28 項目で構成される．主観的健康状態は，蓄積疲

労チェックリスト (Sasaki et al., 2007)の主観的症状尺

度を因子分析して使用した．本尺度は疲労，抑うつ，注

意・集中困難の 3 因子 12 項目で構成される．分析方法

は，各ストレスコーピング尺度得点の平均値を基準に高

低に分類した．労働時間およびストレスコーピングを独

立変数，主観的健康状態を従属変数，性・年齢・飲酒・

職種・雇用形態を共変量とする共分散分析を行った． 
 

3 結果 
労働時間と疲労（F=10.59~13.28），注意・集中困難

（F=1.88~5.42）との間には有意な主効果が認められた

が，抑うつとの間には有意な関連が認められなかった

（F=1.38~2.83；図 1）．多重比較の結果，週労働 61 時

間以上の群は，60 時間以下の群よりも疲労が高いこと，

週労働 66 時間以上の群は，60 時間以下の群よりも注

意・集中困難が高いことが明らかになった．道具的サポ

ートの利用と肯定的再解釈は，労働時間に関わらず，す

べての主観的健康状態のよさと関連していた（道具的サ

ポートの利用［抑うつ：F=5.03, p<0.05，疲労：F=4.28, 
p<0.05，注意・集中困難：F=3.90, p<0.05］，肯定的再

解釈［抑うつ：F=15.44, p<0.001，疲労：F=6.38, p<0.05，
注意・集中困難：F=13.54, p<0.001］；図 2）． 
 

 
図 1 労働時間と疲労，抑うつ，注意・集中困難 

（N＝1,220） 
 

4 結論 
長い労働時間は疲労を高めパフォーマンスを低下させ

る．しかし，長時間労働者であっても道具的サポートを

利用したり状況を肯定的に再解釈したりすることで，主

観的健康状態の悪化を防ぐことができる可能性がある． 
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